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告 示 

 

滋賀県告示第313号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、次の森林を保安林予定森林とする旨、農林水産大臣から通知

があった。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 保安林予定森林の所在場所 米原市 槻字井ノ口1959－177から1959－180まで 

２ 指定の目的 水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度ならびに植栽の方法、期間および樹種 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋賀県琵琶湖環境部森林保全課および米原市役所に備え置いて縦覧

に供する。） 

 

滋賀県告示第314号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、次の森林を保安林予定森林とする旨、農林水産大臣から通知

があった。 

令和５年８月１日 
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 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 保安林予定森林の所在場所 米原市曲谷字向手1418－303 

２ 指定の目的 水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋賀県琵琶湖環境部森林保全課および米原市役所に備え置いて縦覧

に供する。） 

 

滋賀県告示第315号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、次の森林を保安林予定森林とする旨、農林水産大臣から通知

があった。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 保安林予定森林の所在場所 高島市武曽横山字八田谷1495、1507、1508、1510、字蔵谷3199（次の図に示す部分

に限る。） 

２ 指定の目的 水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度ならびに植栽の方法、期間および樹種 次のとおりとする。 

（「次の図」および「次のとおり」は、省略し、その図面および関係書類を滋賀県琵琶湖環境部森林保全課および

高島市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

滋賀県告示第316号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者および同法第53条第１項の指定介護予

防サービス事業者として、次の者を指定した。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 

申請者の名称およ 

び代表者の氏名ま 

たは開設者の氏名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 
指定年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

リニエ訪問 

看護ステー 

ション草津 

草津市野村七 

丁目２－１ 

ヴィラヤマナ 

カ101 

株式会社リニエＬ 

代表取締役 谷隆博 

大阪府大阪市 

西区北堀江一 

丁目２番19号 

訪問看護 

介護予防訪 

問看護 

令和５.８.１ 
 

2560690220 

 

滋賀県告示第317号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次の道路の区域を変更する。 

この関係図面は、令和５年８月１日から令和５年８月18日まで滋賀県土木交通部道路保全課において一般の縦覧に

供する。 
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令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

道 路 

の 

種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区    間 

変更の 

前後の 

別 

敷 地 

の 

幅 員 

延  長 備  考 

県道  六地蔵草津線 

栗東市上鈎字上長円367番地先 

から 

 

栗東市上鈎字上井関362番５地 

先まで 

変更後 

最小 

4.6ｍ 

～  

最大 

16.4ｍ 

91.6ｍ 

河川改修事業 

（道路橋架け 

替え）に伴う 

道路区域の変 

更 

変更前 

最小 

4.6ｍ 

～  

最大 

16.4ｍ 

91.6ｍ 

 

滋賀県告示第318号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。 

この関係図面は、令和５年８月１日から令和５年８月18日まで滋賀県土木交通部道路保全課において一般の縦覧に

供する。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間  供用開始の年月日 備 考 

六地蔵草津線 
栗東市上鈎字上長円367番地先から 

栗東市川辺字芋田59番１地先まで 

令和５.８.１ 

13時 
Ｌ＝141.5ｍ 

 

滋賀県告示第319号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、彦根港船舶揚降施設使用料の徴収事務を

次のとおり委託した。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 委託の相手方 有限会社小栗鉄工所 彦根市松原二丁目２番19号 

２ 委託事務の内容 彦根港船舶揚降施設使用料の徴収事務 

３ 委託期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで 

４ 徴収の方法 現金で徴収する。 

 

滋賀県告示第320号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、長浜港港湾施設使用料の徴収事務を次の

とおり委託した。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 委託の相手方 株式会社トムソン 大津市逢坂一丁目12番32号 

２ 委託事務の内容 長浜港港湾施設使用料の徴収事務 

３ 委託期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで 

４ 徴収の方法 現金で徴収する。 
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公 告 

 

一般競争入札の公告 

令和５年度における琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務の委託契約につ

いて、次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施

行令」という。）第167条の６の規定により公告する。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 入札に付する事項 

(1) 委託業務名および数量 令和５年度琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分

業務委託（その２） 一式 

(2) 委託業務の内容等 湖南中部浄化センターにおけるばいじん収集運搬業務および処分業務。詳細は、入札説明

書別冊仕様書による。 

(3) 委託期間 令和５年10月20日から令和６年３月31日まで 

(4) 履行場所 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター（草津市矢橋町字帰帆2108番地） 

２ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 施行令第167条の４に規定する者に該当しない者であること。 

(2) 滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）第195条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 

(4) 入札参加者に必要な資格等（令和５年滋賀県告示第79号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参

加資格者名簿に次に示す営業種目が登録されている者であること。 

   営業種目（大分類：役務 中分類：廃棄物処理 小分類：産業廃棄物収集運搬または産業廃棄物処分） 

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所へ資格審査の申請を行うこと。ただし、

申請は随時受け付けるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によってはこの公告に係る入札の手

続に間に合わないことがある。 

滋賀県会計管理局管理課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－4314 

(5) 次のアからオまでに掲げる要件に該当する者でないこと。 

ア 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 

イ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

ウ 破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 

エ 会社法（平成17年法律第86号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 

オ 銀行取引停止処分がなされている者 

(6) その他入札に参加する者に必要な資格 

ア 公告日の前５年間および公告日から入札書の開札日まで（平成30年８月１日から令和５年９月12日まで）に、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）に基づく行政処

分（許可の取消し、事業の停止命令および措置命令に限る。）を受けていないこと。 

イ 廃棄物処理法第14条第13項に規定する事由が生じていないこと。 

ウ 契約締結時において、廃棄物処理法第14条第５項第２号イからヘまでに掲げる欠格事項に該当しないこと。 

エ 廃棄物処理法第14条第１項および第６項の規定に基づき産業廃棄物（品目：ばいじんおよび燃え殻）の収集

運搬業務および処分業務について必要な許可を取得している者であって、当該業務を適正かつ安定的に実施で

きる体制を有しているものであること。 

オ 業務を提携して収集運搬業務および処分業務を行おうとする入札参加者は、業務を提携する者全員が(1)から

(5)までおよびアからウまでに掲げる資格を有しているとともに、担当する業務に応じてエに掲げる資格を有し

ていること。ただし、一つの業務提携において収集運搬業務を担当する者の数および処分業務を担当する者の

数は各１者とするが、産業廃棄物の排出場所から処分業務を担当する者の事業場との間を複数の区間に区切っ

て収集運搬業務を実施する場合については、収集運搬業務を担当する者の数は区間ごとに１者とする。また、

入札参加者は、この入札において複数の業務提携に加わることはできないものとする。 

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 この入札に参加を希望する者は、次の(1)

から(5)までに示すとおり必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。

必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加すること
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ができない。 

(1) 必要とする書類 

ア 入札参加資格確認申請書 

イ 業務を適正かつ安定的に実施できる体制の確認調書 

ウ 廃棄物処理法の規定による産業廃棄物の収集運搬業務および処分業務の許可証の写し 

エ 電子マニフェスト加入証の写し 

オ 業務提携による入札参加者を確認するための書類 

カ 産業廃棄物税に係る資料および誓約書 

(2) 提出期間 令和５年８月１日(火)から令和５年８月22日(火)まで（滋賀県の休日を定める条例（平成元年滋賀

県条例第10号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「休日」という。）を除く。）の９時から16時まで（正

午から13時までを除く。） 

(3) 提出場所および提出方法 滋賀県琵琶湖環境部下水道課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 持参ま

たは郵送（書留郵便に限る。）による。なお、業務提携により入札する場合、入札参加希望者のうち当該業務提

携を代表する者がとりまとめて提出すること。 

(4) 入札参加資格確認通知 入札参加資格の有無を確認した者に対し、令和５年８月29日(火)までに入札参加資格

確認通知書を送付する。 

(5) その他 必要な資料の作成および提出に要する費用は、入札参加者の負担とし、提出された書類は返却しない。 

４ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 入札参加資格がないと認められた者は、滋賀県に対し

て入札参加資格がないと認めた理由（欠格理由）について、任意の様式による書面を令和５年９月１日(金)までに

郵送または持参で３(3)に示す場所へ提出し、説明を求めることができる（ＦＡＸおよび電子メールによるものは、

受け付けない。）。 

なお、説明を求められた場合は、令和５年９月８日(金)までに、説明を求めた者に対して書面により回答する。 

５ 入札執行の日時、場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問合せ先 滋賀県琵琶湖環境部下水道

課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－4213 

(2) 契約条項を示す期間 令和５年８月１日(火)から令和５年９月11日(月)まで（休日を除く。）の９時から16時

まで（正午から13時までを除く。） 

(3) 入札説明書の交付方法 (1)に示す場所において直接交付するほか、滋賀県ホームページ「事業者の方」の「入

札・売却・指定管理」の「公告一覧（物品・委託・役務）」（https：//www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/ 

nyusatsubaikyaku/itaku/）からダウンロードすることができる。郵送による交付は、行わない。 

(4) 入札説明会 行わない。 

(5) 入札書の受領期限 

ア 受領期限 令和５年９月11日(月)16時までに(1)に示す場所に到着したものに限り受け付ける。 

イ 提出方法 持参または郵送（書留郵便に限る。）による。 

(6) 開札の日時および場所 令和５年９月12日(火)13時30分 滋賀県庁東館２階２－Ｃ会議室 大津市京町四丁目

１番１号 

なお、開札は、入札参加者またはその代理人が開札立会を希望する場合、立会うことができる（その場合、開

札時間までに開札場所を訪ねること。）。 

６ 入札方法等 

(1) 入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則（平成７年滋賀県規則

第92号）の規定によるものとする。 

(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された落札者決定比較金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参

加者またはその代理人は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。入札書への記載方法の詳細は入札

説明書別添「産業廃棄物税の取扱いについて」によること。なお、落札者の決定の判断には入札書の落札者決定

比較金額の記載金額を用いるものとする。 

(3) 業務を提携して収集運搬業務および処分業務を行おうとする入札参加者は、入札参加者のうち当該業務提携を

代表する者が入札書を提出するものとする。 

７ 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 
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８ 契約書の作成の要否 要 

９ 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

(1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 

(2) 虚偽の申請を行った者のした入札 

10 落札者の決定方法 滋賀県が入札参加資格があると認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作

成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

11 支払条件 前金払および部分払は、行わない。 

12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 

13 その他必要事項 

(1) 入札参加者は、開札日の前日までの間において滋賀県から提出書類に関し説明を求められた場合は、自らの負

担において説明をすること。 

(2) 代理人が入札する場合は、入札書と同時に委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の

入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。 

(3) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札

をした者は、再度の入札に参加することができない。 

(4) 落札者は、特段の事情がない限り、落札決定の日以後７日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならな

い。 

(5) 入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年滋賀県告示第80号）に基づき当該調達

に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達

苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することが

ある。 

(6) その他詳細は、入札説明書による。 

14 Summary 

(1) Nature of the service to be purchased：Commissioned service for collection and treatment of sewage plant 

ash as cement resources，or landfill disposal of sewage plant ash at Konan-Chubu Water Reclamation Plant 

in Lake Biwa Sewerage System 

(2) Application submission deadline：16：00，August 22，2023 

(3) Bid submission deadline：16：00，September 11，2023 

(4) For further information，please contact：Sewerage Division，Department of Lake Biwa and the Environment， 

Shiga Prefectural Government，４－１－１ Kyomachi，Otsu City，Shiga 520－8577 Japan TEL 077－528－4213 

 

一般競争入札の公告 

令和５年度における放射電磁界測定システムの購入契約について、次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６の規定により公告する。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入物品名および数量 放射電磁界測定システム 一式 

(2) 購入物品の特質等 仕様書による。 

(3) 納入期限 令和６年１月31日(水) 

(4) 納入場所 滋賀県工業技術総合センター 栗東市上砥山232 

２ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 施行令第167条の４に規定する者に該当しない者であること。 
(2) 滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）第195条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 

(4) 入札参加者に必要な資格等（令和５年滋賀県告示第79号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参

加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 

営業種目 次の種目が希望営業種目のいずれかに登録されていること。 
大分類：物品 中分類：理化学機器・分析機器・計測機器 
新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、滋賀県物品・役務電子調達システムにより、または滋賀県会
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計管理局管理課（〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－4314）において資格審査の申請を

行うこと。ただし、申請は随時受け付けるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によっては、こ

の公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。 

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 提出は不要である。 

４ 入札執行の日時、場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問合せ先 滋賀県商工観光労働部モノ

づくり振興課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－3793 

(2) 契約条項を示す期間 令和５年８月１日(火)から令和５年８月28日(月)まで（土曜日、日曜日、祝日および令

和５年８月14日(月)から令和５年８月16日(水)までを除く。）の９時から17時まで（正午から13時までの間を除

く。また、開始日のみ13時から17時までとし、最終日のみ９時から正午までとする。） 

(3) 入札説明書の交付方法 入札説明書は、(1)に示す場所、滋賀県物品・役務電子調達システムまたは郵送により

交付する。なお、郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。 

(4) 入札説明会 行わない。 

(5) 入札書の受領期間 令和５年８月21日(月)13時から令和５年８月28日(月)正午まで 

(6) 入札書の提出方法 

ア 滋賀県物品・役務電子調達システムによる場合 滋賀県物品・役務電子調達システムを利用し、入札締切日

時（令和５年８月28日(月)正午。以下同じ。）までに入札すること。 

イ 持参による場合 入札説明書５(7)のとおりの方法で封入した入札書を、入札締切日時までに(1)に示す場所に

持参すること。 

ウ 郵便による場合 入札説明書５(7)のとおりの方法で封入した入札書を、入札締切日時までに(1)に示す場所へ

書留郵便により必着させること。また、この場合の送料は自己負担とする。 

(7) 開札の日時および場所 令和５年８月28日(月)13時 滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課 

５ 入札方法等 

(1) 入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則（平成７年滋賀県規則

第92号）の規定によるものとする。 

(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、

消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110

分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

(3) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換えまたは撤回をすることができない。 

６ 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 

７ 契約書の作成の要否 要 

８ 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

(1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 

(2) 虚偽の申請を行った者のした入札 

９ 落札者の決定方法 

(1) 滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじにて落札者を決定する。なお、落札となるべ

き同価の入札をした者は、くじを辞退することができない。 

10 支払条件 

(1) 前金払 行わない。 

(2) 部分払 行わない。 

11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 

12 同等品による入札 可  

(1) 同等品での入札の場合は規格等を確認できる資料を事前に提出し確認を受けた上、入札時に同等品である旨を

明示すること。明示なき場合は基準品によるものとみなす。未確認または同等品と認められない物品による入札

は、無効とする。 

(2) 同等品等申請書の提出期間 令和５年８月１日(火)13時から令和５年８月10日(木)正午まで 

(3) 同等品等申請書の事前提出場所等 滋賀県物品・役務電子調達システムまたは滋賀県工業技術総合センター  
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栗東市上砥山232 

13 その他必要事項 

(1) 落札者は、落札決定の日以後７日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。 

(2) 代理人が入札する場合は、入札書と同時に委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の

入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。ただし、

滋賀県物品・役務電子調達システムにより入札する場合は、委任者から承認を受け、当該システムに委任情報を

登録された代理人に限る。 

(3) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札

をした者または失格となった者は、再度の入札に参加することができない。 

(4) 再度の入札に付して落札者がない場合は、随意契約の協議に移行することがある。 

(5) 入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年滋賀県告示第80号）に基づき当該調達

に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達

苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することが

ある。 

(6) その他詳細は、入札説明書による。 

14 Summary 

(1) Nature and quantity of the products to be purchased：Radiated Emission Measurement System，１ set 

(2) Deadline for tender：12：00，August 28，2023 

(3) For further information，contact：Manufacturing Promotion Division，Department of Commerce，Industry，

Tourism and Labor，Shiga Prefectural Government，４－１－１ Kyomachi，Otsu City，Shiga 520－8577 Japan 

TEL ＋81－77－528－3793 

 

一般競争入札の公告 

令和５年度におけるワイヤレスコネクティビティテストセットの購入契約について、次のとおり特定調達契約に係

る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６の規定

により公告する。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入物品名および数量 ワイヤレスコネクティビティテストセット 一式 

(2) 購入物品の特質等 仕様書による。 

(3) 納入期限 令和６年２月29日(木) 

(4) 納入場所 滋賀県工業技術総合センター 栗東市上砥山232 

２ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 施行令第167条の４に規定する者に該当しない者であること。 
(2) 滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）第195条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 

(4) 入札参加者に必要な資格等（令和５年滋賀県告示第79号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参

加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 

営業種目 次の種目が希望営業種目のいずれかに登録されていること。 
大分類：物品 中分類：理化学機器・分析機器・計測機器 
新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、滋賀県物品・役務電子調達システムにより、または滋賀県会

計管理局管理課（〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－4314）において資格審査の申請を

行うこと。 

ただし、申請は随時受け付けるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によっては、この公告に

係る入札の手続に間に合わないことがある。 

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 提出は不要である。 

４ 入札執行の日時、場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問合せ先 滋賀県商工観光労働部モノ

づくり振興課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－3793 
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(2) 契約条項を示す期間 令和５年８月１日(火)から令和５年８月28日(月)まで（土曜日、日曜日、祝日および令

和５年８月14日(月)から令和５年８月16日(水)までを除く。）の９時から17時まで（正午から13時までの間を除

く。また、開始日のみ13時から17時までとし、最終日のみ９時から正午までとする。） 

(3) 入札説明書の交付方法 入札説明書は、(1)に示す場所、滋賀県物品・役務電子調達システムまたは郵送により

交付する。なお、郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。 

(4) 入札説明会 行わない。 

(5) 入札書の受領期間 令和５年８月21日(月)13時から令和５年８月28日(月)正午まで 

(6) 入札書の提出方法 

ア 滋賀県物品・役務電子調達システムによる場合 滋賀県物品・役務電子調達システムを利用し、入札締切日

時（令和５年８月28日(月)正午。以下同じ。）までに入札すること。 

イ 持参による場合 入札説明書５(7)のとおりの方法で封入した入札書を、入札締切日時までに(1)に示す場所に

持参すること。 

ウ 郵便による場合 入札説明書５(7)のとおりの方法で封入した入札書を、入札締切日時までに(1)に示す場所へ

書留郵便により必着させること。また、この場合の送料は自己負担とする。 

(7) 開札の日時および場所 令和５年８月28日(月)13時30分 滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課 

５ 入札方法等 

(1) 入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則（平成７年滋賀県規則

第92号）の規定によるものとする。 

(2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、

消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110

分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

(3) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換えまたは撤回をすることができない。 

６ 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 

７ 契約書の作成の要否 要 

８ 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

(1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 

(2) 虚偽の申請を行った者のした入札 

９ 落札者の決定方法 

(1) 滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじにて落札者を決定する。なお、落札となるべ

き同価の入札をした者は、くじを辞退することができない。 

10 支払条件 

(1) 前金払 行わない。 

(2) 部分払 行わない。 

11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 

12 同等品による入札 可 

(1) 同等品での入札の場合は規格等を確認できる資料を事前に提出し確認を受けた上、入札時に同等品である旨を

明示すること。明示なき場合は基準品によるものとみなす。未確認または同等品と認められない物品による入札

は、無効とする。 

(2) 同等品等申請書の提出期間 令和５年８月１日(火)13時から令和５年８月10日(木)正午まで 

(3) 同等品等申請書の事前提出場所等 滋賀県物品・役務電子調達システムまたは滋賀県工業技術総合センター  

栗東市上砥山232 

13 その他必要事項 

(1) 落札者は、落札決定の日以後７日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。 

(2) 代理人が入札する場合は、入札書と同時に委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の

入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。ただし、

滋賀県物品・役務電子調達システムにより入札する場合は、委任者から承認を受け、当該システムに委任情報を

登録された代理人に限る。 
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(3) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札

をした者または失格となった者は、再度の入札に参加することができない。 

(4) 再度の入札に付して落札者がない場合は、随意契約の協議に移行することがある。 

(5) 入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年滋賀県告示第80号）に基づき当該調達

に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達

苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することが

ある。 

(6) その他詳細は、入札説明書による。 

14 Summary 

(1) Nature and quantity of the products to be purchased：Wireless Connectivity Test Set，１ set 

(2) Deadline for tender：12：00，August 28，2023 

(3) For further information，contact：Manufacturing Promotion Division，Department of Commerce，Industry，

Tourism and Labor，Shiga Prefectural Government，４－１－１ Kyomachi，Otsu City，Shiga 520－8577 Japan 

TEL ＋81－77－528－3793 

 

一般競争入札の公告 

滋賀県立学校に係る校務用ディスプレイの借入について、次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６の規定により公告する。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 入札に付する事項 

(1) 案件名および数量 滋賀県立学校に係る校務用ディスプレイの借入 一式 

(2) 案件の内容等 校務用ディスプレイ（配送を含む。）一式。詳細は入札説明書による。 

(3) 納入期限 令和５年11月30日(木) 

(4) 借入期間 令和５年12月１日(金)から令和10年11月30日(木)まで 

(5) 設置場所 入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

(1) 施行令第167条の４に規定する者に該当しない者であること。 

(2) 滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）第195条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 

(4) 入札参加者に必要な資格等（令和５年滋賀県告示第79号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参

加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 

大分類：役務 

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、滋賀県物品・役務電子調達システムまたは次に示す場

所等で資格審査の申請を行うこと。申請は随時受け付けるが、審査および登録までに時間を要するため、申請の

時期によってはこの公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。 

滋賀県会計管理局管理課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－4314 

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 提出不要 

４ 入札執行の日時、場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問合せ先 滋賀県教育委員会事務局教

育総務課 〒520－8577 大津市京町四丁目１－１ ＴＥＬ 077－528－4518 電子メール scict@pref. 

shiga.lg.jp 

(2) 契約条項を示す期間 令和５年８月１日(火)９時から令和５年９月１日(金)12時まで 

(3) 入札説明書等の交付方法 「滋賀県物品・役務電子調達システム（以下「電子調達システム」という。）」ま

たは電子メールにより交付する。電子メールにより交付を希望する場合は(1)に示すメールアドレス宛てに、メー

ル表題を「校務用端末等の借入に係る入札説明書等交付請求」とし、メール本文に、法人等の名称、担当者の所

属・氏名、連絡先電話番号、ＦＡＸ番号、送付先のメールアドレスを記載した電子メールを送信すること。当該

メールを受信した後、送付先のメールアドレス宛てに入札説明書等を送信する。 

(4) 入札説明会の日時および場所 入札説明会は開催しない。 

(5) 入札書の提出期間 令和５年８月28日(月)９時から令和５年９月１日(金)12時まで 
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(6) 入札書の提出場所および提出方法 

ア 電子入札による場合 電子調達システムを利用し、(5)の入札書の提出期間内に入札すること 

イ 持参による場合 紙の入札書を(5)の提出期間内に(1)に示す場所に持参すること 

ウ 郵送による場合 紙の入札書を(5)の提出期間内に(1)に示す場所に必着させること（書留郵便に限る。）。 

  なお、送料は自己負担とする。 

(7) 開札の日時および場所 令和５年９月１日(月)14時 滋賀県教育委員会事務局教育総務課 

５ 入札方法等 

(1) 入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則（平成７年滋賀県規則

第92号）の規定によるものとする。 

(2) 入札金額は、総賃貸借料を記載すること。落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 

100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 

７ 契約書の作成の要否 要 

８ 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

(1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 

(2) 虚偽の申請を行った者のした入札 

９ 落札者の決定方法 この公告に示した物品を貸し付けることができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋

賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札

者とする。 

10 支払条件 前金払および部分払は行わない。 

11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 

12 その他必要事項 

(1) 入札参加者に要求される事項 入札参加者は、開札日の前日までの間において滋賀県から事前提出書類に関し

説明を求められた場合は、自らの負担において完全な説明をすること。 

(2) 代理人が入札する場合は、入札書と同時に委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の

入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。 

(3) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格

となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 

(4) 落札者は、落札決定の日以後７日以内（契約担当者が特別の理由があると認めるときは、指定の期日まで）に

契約書を契約担当者に提出しなければならない。 

(5) 入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年滋賀県告示第80号）に基づき当該調達

に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達

苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することが

ある。 

(6) 滋賀県議会の議決を要する契約にあっては、議決までの間は仮契約として、議決を得たときに契約が成立する

ものとする。 

(7) その他 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Nature and quantity of the products to be leased：computer displays and peripheral equipments，delivery 

included，3590 units 

(2) Deadline for tender：12：00，September １，2023 

(3) For further information，contact：General Education Division，Prefectural Board of Education，Shiga 

Prefectural Government，４－１－１ Kyomachi，Otsu-shi，Shiga 520－8577 Japan TEL 077－528－4518 E-Mail 

scict@pref.shiga.lg.jp 

 

一般競争入札の公告 

滋賀県警察本部統合ＯＡシステム機器（データレス端末等）の借入について、次のとおり特定調達契約に係る一般

競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６の規定により
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公告する。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 入札に付する事項 

(1)  借入物品名および数量 滋賀県警察本部統合ＯＡシステム機器（データレス端末等）（搬入設置作業および保

守を含む。） 一式 

(2)  借入物品の特質等 仕様書による。 

(3)  借入期間 令和６年１月１日(月)から令和11年12月31日(月)まで 

(4)  借入場所 仕様書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1)  施行令第167条の４に規定する者に該当しない者であること。 

  (2) 滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）第195条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

(3)  滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 

(4)  入札参加者に必要な資格等（令和５年滋賀県告示第79号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参

加資格者名簿に次のように登録されている者であること。 

ア 営業種目 大分類：役務 中分類：リース・レンタル 

イ 地域要件 問わない。 

新たに入札参加資格を得ようとする者は、滋賀県物品・役務電子調達システムまたは次に示す場所において資

格審査の申請を行うこと。なお、申請は随時受け付けるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期に

よってはこの公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。 

滋賀県会計管理局管理課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－4314 

 (5)  借入期間中、借入物品に係る修理、部品の供給等を行う体制が整備されている者であること。 

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 この入札に参加を希望する者は、次の(1）

から(3)までに示すとおり必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。

必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加すること

ができない。 

(1)  必要とする書類 入札参加資格確認申請書および技術審査・機能証明書 

(2)  提出期間 令和５年８月10日(木)午前９時から同月18日(金)午後３時まで 

(3)  提出場所 滋賀県物品・役務電子調達システムまたは滋賀県警察本部警務部会計課 〒520－8501 大津市打出

浜１番10号 

４ 入札執行の日時、場所等 

(1)  入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問合せ先 滋賀県警察本部警務部会計

課 〒520－8501 大津市打出浜１番10号 電話 077－522－1231（内線2234） 

(2)  契約条項を示す期間 令和５年８月１日(火)から同月25日(金)まで（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の

午前９時から午後５時までおよび同月28日(月)の午前９時から午前11時まで 

(3)  入札説明書の交付方法 入札説明書は、(1)に示す場所、滋賀県物品・役務電子調達システムまたは郵送により

交付する。なお、郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。 

(4)  入札説明会 行わない。 

(5)  入札書の受領期限 令和５年８月28日(月)午前11時まで 

(6) 入札書の提出方法  

ア 電子入札による場合 滋賀県物品・役務電子調達システムを利用し、(5)の入札書の受領期限までに入札する 

こと。 

イ 持参による場合 紙の入札書を(5)の入札書の受領期限までに(1)に示す場所に持参すること。 

ウ 郵便による場合 紙の入札書を(5)の入札書の受領期限までに(1)に示す場所に必着させること。なお、書留郵 

便に限るものとし、この場合の送料は自己負担とする。 

(7)  開札の日時および場所 令和５年８月28日(月)午後１時30分 滋賀県物品・役務電子調達システムによる。 

５ 入札方法等  

(1)  入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則（平成７年滋賀県規則

第92号）の規定による。 

(2)  入札金額は、総賃貸借料の総額を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額



令和 5 年（2023 年）8 月 1日 滋  賀  県  公  報 第 432 号 13 

の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。詳細について

は入札説明書による。 

６ 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 

７ 契約書の作成の要否 要 

８ 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は入札を無効とする。 

(1)  滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 

(2)  虚偽の申請を行った者のした入札 

９ 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則

の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

10 支払条件 前金払および部分払は行わない。 

11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 

12 その他必要事項 

(1) 代理人が入札する場合は、入札書と同時に委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の

入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。 

(2) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札

をした者は、再度の入札に参加することができない。 

(3) 落札者は、落札決定の日以後７日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。 

(4) 入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年滋賀県告示第80号）に基づき当該調達

に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達

苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することが

ある。 

(5) その他詳細は入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Nature and quantity of products to be rented：Integration OA system(dataless terminal etc)，1 set 

(Including the carry-installation work and maintenance) 

(2) Deadline for tender：11：00，August 28，2023 

(3) For further information，contact：Finance Division，Police Administration Department，Shiga Prefectural 

Police Headquarters，1－10 Uchidehama，Otsu-shi，Shiga 520－8501 Japan TEL 077－522－1231(Extension 2234） 

 

落札者決定の公告 

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（平成７年政令第372号）第12条の規定により公告する。 

令和５年８月１日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 落札に係る物品等または特定役務の名称および数量 地方税ポータルシステムＡＳＰサービス導入および提供業

務 一式 

２ 契約に係る事務を担当する課等の名称および所在地 滋賀県総務部税政課 大津市京町四丁目１番１号 電話  

077－528－3217 

３ 落札者を決定した日 令和５年７月24日(月) 

４ 落札者の氏名および住所 株式会社ＮＴＴデータ 代表取締役社長 佐々木裕 東京都江東区豊洲三丁目３番３

号 

５ 落札金額 8,142,164円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 一般競争入札を行うにつき公告した日 令和５年６月９日(金) 

 

健 康 福 祉 事 務 所 告 示 

 

滋賀県南部健康福祉事務所告示第12号 
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定障害福

祉サービス事業者として、次の者を指定した。 

令和５年８月１日 

 滋賀県南部健康福祉事務所長 川 上 寿 一 

 

事 業 所 

の 名 称 

事 業 所 

の 所 在 地 
名  称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定障害福祉 

サービスの種類 
指定年月日 事業所番号 

ケアサポー 

トエール 

草津市野路東 

五丁目４番34 

号ニューサン 

ライズ501号室 

株式会社ジー 

ティーファム 

栗東市綣六丁 

目８番４号 

居宅介護 

重度訪問介護 
令和５.８.１ 2510601038 

 

土 木 事 務 所 公 告 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定に基づく開発行為に関する工事の完了届に対し、同条第２

項の規定に基づき、次のとおり検査済証を交付した。 

令和５年８月１日 

滋賀県東近江土木事務所長  橋  本     聡 

 

開発許可を受けた者 

の 住 所 ・ 氏 名 
開 発 区 域 の 名 称 面  積 

検 査 済 証 

交付年月日 番  号 

福井県坂井市丸岡町下久米

田38字33番 

ゲンキー株式会社 

代表取締役 藤永賢一 

蒲生郡竜王町大字山之上 

5188番、5189番 
2,778.58㎡ 令和５.７.24 000551 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


